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会社役員の状況

会社役員の状況

１.責任限定契約の内容の概要

　当社は、各取締役（業務執行取締役等である者を除きます。）との間で、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役高山一郎氏、村田朋博氏、南川明氏及

び小山茂典氏並びに取締役（監査等委員）山元文明氏、岡南啓司氏及び加藤純子氏につきま

して300万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており

ます。

２.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役であり、被保険者は保険

料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者である取締役がその職務の執行に

関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのあ

る損害が補塡されることとなります。
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会計監査人の状況

支払額（百万円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 68

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 68

会計監査人の状況
１．会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

２．報酬等の額

(注)1.監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかにつ

いて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。

2. 当社の重要な子会社のうちHakuto Enterprises Ltd.、Hakuto Singapore Pte. Ltd.、Hakuto Taiwan Ltd.、Hakuto Enterprises 

(Shanghai) Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人の法定監査を受けております。

3. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区

分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

３．非監査業務の内容

　該当事項はありません。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由のいずれかに該当するときは、監査等委員会は、監

査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

　上記のほか、会計監査人が監督官庁から業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきた

す事態が生じた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内

容を決定いたします。
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内部統制システムの整備の基本方針

内部統制システム

1．内部統制システムの整備の基本方針

　当社は、取締役会において、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハ並びに会社法施行

規則第110条の４第１項、同条第２項に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社か

ら成る企業集団の業務の適正を確保するための体制」（内部統制システム）の整備の基本方

針について、次のとおり決議いたしました。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．『伯東グループ企業倫理行動憲章』及びコンプライアンス上の諸規程を、当社及び当

社子会社（以下「当社グループ」という。）の行動規範とし、当社グループの取締役

及び使用人に対し定期的に実施する研修等を通じて、法令及び社会倫理の遵守をすべ

ての企業活動の前提とすることを徹底する。

ロ．コンプライアンスに関する統括責任者としてコンプライアンス担当取締役を任命す

る。当該担当取締役の下、コンプライアンスを統括する法務部は、コンプライアン

ス・プログラムを整備し、当社グループ横断的なコンプライアンス体制を構築、維持

する。また、内部統制室は、その実施状況、有効性等を監査する。

ハ．コンプライアンス委員会規程に基づき、コンプライアンス担当取締役を委員長とする

コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス上の重要な

事項を審議し、その結果を取締役会に報告する。

ニ．内部通報規程に基づき、法令違反、社会倫理上疑義のある行為等について、使用人が

直接、会社所定の窓口に情報提供を行う手段として、当社グループ横断的な内部通報

の仕組みを構築、運営する。

ホ．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会

的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊

密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）については、文書管理規程に

従い、関連資料とともに保存、管理するものとし、必要に応じて少なくとも10年間

は、閲覧可能な状態を維持する。

ロ．情報セキュリティポリシー、電子情報管理規程及びその他情報セキュリティ関連規程

に従い、電子情報の保護、管理、活用の水準向上及び円滑化を図る。

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．リスクに関する統括責任者としてリスク管理担当取締役を任命する。当社グループの

横断的なリスク管理体制を構築するため、リスク管理規程を制定し、リスクマネジメ

ント委員会を設置する。

ロ．リスクマネジメント委員会は、事務局を経営企画部とし、リスク管理担当取締役のも

と、当社グループのリスクの種類毎に主管部署を定め、当社グループのリスクおよび

リスク管理について全体を俯瞰した審議を行い、その内容について取締役会及び常務

会等に提案・報告する。

ハ．各主管部署は、リスク管理の実効性を高めるための諸施策を実施し、所管するリスク

管理の状況を継続的にモニタリングする。

ニ．当社グループ全体のリスクの現実化に伴う危機に備え、危機管理の主管部署であるコ

ーポレートリレーション部は、緊急時対策、損害拡大防止対策、復旧対策及び再発防
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止対策を内容とする危機管理基本規程を制定し、迅速かつ適切に対処することにより

損失の最小化に努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会による連結グループ経営計画の策定、当該経営計画に基づく各業務担当取締

役による事業部門毎、子会社毎の業績目標と予算の設定及び月次・四半期業績管理の

実施、取締役会及び常務会による月次・四半期業績のレビューと改善策の実施を内容

とする経営管理システムを適切に運用して、取締役の職務執行の効率化を図る。

ロ．意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項に

ついては、常務会の合議制により慎重な意思決定を行う。

ハ．取締役会の決定に基づく業務執行については、総合組織規程、業務分掌規程、職務権

限規程、国内・海外関係会社管理規程において、それぞれの責任者及びその責任、執

行手続の詳細について定め、これにより業務の効率的運営及びその責任体制を確立す

る。

⑤ 会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．『伯東グループ企業倫理行動憲章』を当社グループの行動規範とし、これに基づき当

社グループ各社において必要な諸規程を整備することにより、当社グループの内部統

制システムを構築する。

ロ．コンプライアンス担当取締役は、当社グループ各社のコンプライアンス体制を構築す

る権限と責任を有し、法務部は当社グループ各社のコンプライアンス体制を横断的に

推進・管理する。

ハ．リスク管理担当取締役は、当社グループ各社のリスク管理体制及び危機管理体制を構

築する権限と責任を有し、経営企画部は当社グループ各社のリスク管理体制を、コー

ポレートリレーション部は当社グループ各社の危機管理体制を、各々横断的に推進、

管理する。

ニ．子会社管理の担当部署は、国内・海外関係会社管理規程に基づき、子会社の業績、財

務状況その他経営上の重要事項について、当社への定期的な報告を求め、また、当社

グループの取締役が出席する責任者会議を定期的に開催し、子会社において重要な事

象が発生した場合には、当該責任者会議において報告が行われる体制を整備するな

ど、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。

ホ．金融商品取引法に基づき、当社グループの財務報告に係る信頼性を確保するため、当

社グループ各社は財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。ま

た、内部統制室は内部統制規程に従い、当該内部統制の有効性を定期的に検証し、そ

の検証結果を、必要に応じて改善・是正に関する提言とともに、取締役会に報告す

る。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の取締役（監査

等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及びその使用人に対する監査

等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する規程を定め、監査等委員会の職務を補助

すべき使用人として、当社の使用人から補助者を任命することとし、当該使用人の人事異動

及び人事考課については、監査等委員会の事前同意を得る。また、当該使用人は、会社の業

務執行に係る役職を兼務せず、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令に服

さないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報
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告に関する体制及び監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．取締役及び使用人は、当社又は子会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生す

るおそれがあるとき、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報

告すべきものと定めた事項が生じたときは、直ちに監査等委員会に報告するものとす

る。また、これにかかわらず、監査等委員会は、必要に応じて取締役又は使用人に報

告を求めることができる。

報告の方法については、取締役と監査等委員会との協議により決定する方法による。

ロ．内部統制室は当社グループにおける内部監査の現状について、法務部は当社グループ

のコンプライアンスの現状及び内部通報の状況について、経営企画部は当社グループ

のリスク管理の現状について、それぞれ定期的に監査等委員会に対し報告する。

ハ．監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取

扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員会は、その職務の執行に必要と認めるときは、弁護士、公認会計士等の外部の

専門家を利用することができ、その費用は当社が負担する。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図るため、代表取締役との定期的な意見交換

会を開催する。

2．内部統制システムの運用状況の概要

　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備とその適切な運用

に努めております。当事業年度における当該体制の主な運用状況の概要は、次のとおりであ

ります。

① コンプライアンスに関する取組み

　コンプライアンス担当取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、定期

的に主管部署よりコンプライアンス研修の実施状況並びに内部通報制度の利用状況その他コ

ンプライアンスに係る啓蒙活動についての報告を受けております。なお、当事業年度におい

ては、コンプライアンス活動の実効性向上のため、コンプライアンス委員会構成員の拡充を

行いました。また、企業倫理行動憲章見直しや人権方針のグループ内周知展開と課題抽出、

グループ競争法遵守規程等グループ規程の海外展開、中華圏海外子会社でのコンプライアン

ス研修を実施したほか、他社事例を題材に経営判断に資するコンプライアンス研修及びパワ

ハラ防止研修、インサイダー取引防止研修を役員含む全管理職者に対し実施いたしました。

② 損失の危険の管理に関する取組み

　リスク管理につきましては、当社グループのリスクの項目毎に主管部署を定め、各主管部

署がリスク管理を実施しております。なお、当事業年度のリスクマネジメント委員会におい

ては、当社グループとして優先的に取り組むべき重要リスクの対応計画について進捗報告が

行われ、適切に対応されていることを確認しました。また、リスク管理活動の円滑な推進と

実効性の強化を目的とし、リスクマネジメント委員会の下部組織として、在庫リスクに対応

する在庫検討分科会と、自然災害リスクに対応するBCM推進分科会を追加設置いたしまし

た。
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③ 当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組み

　子会社の経営管理につきましては、当社の経営企画部およびグローバルビジネスユニット

にて、経営管理体制の整備、統括を実施しており、「国内・海外関係会社管理規程」に基づ

き、子会社から事前の承認申請や業績等の定期的な報告を受けているほか、子会社から月次

に提出される経営管理報告書により、経営管理全般のモニタリングを行っております。ま

た、社長の出席のもと、海外子会社の責任者会議を年３回開催し、海外子会社の経営上の諸

案件について、各責任者から報告を受けております。

　これに加えて、内部統制室が、財務報告に係る内部統制評価及び内部監査計画に基づく監

査を実施しており、更に監査等委員会がこれと連携して重層的かつ効率的に監査を行うこと

により業務の適正を確保する体制としております。なお、当事業年度の内部監査において

は、当社グループの在庫管理を主要テーマとして設定し、海外子会社を含めた実地監査を実

施しました。

④ 監査等委員会の監査体制

　監査等委員会は、社外取締役である監査等委員３名（うち１名は常勤）で構成されてお

り、選定監査等委員による業務監査の他、内部統制室と連携して組織的な監査を実施してお

ります。

　当事業年度において監査等委員会は17回開催されており、常勤監査等委員等から会社の状

況に関する報告及び監査等委員相互による意見交換等が行われております。また、監査等委

員会は、委員全員が取締役会に出席し、常勤監査等委員から常務会、コンプライアンス委員

会などの重要な会議への出席報告、並びに社長、会計監査人及び内部統制室との定期的な情

報交換など、これらの活動を通して取締役の職務の執行について監視を行っております。

　監査等委員会は、内部統制室から財務報告に係る内部統制評価の状況及び内部監査計画に

基づき実施した監査の結果等について定期的に報告を受けており、内部監査部署との連携を

確保しております。
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会社の支配に関する基本方針等

　当社は、取締役会において、会社法施行規則第118条に定める「株式会社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下「基本方針」といいます。）につ

いて、次のとおり決議しております。

① 基本方針の内容

　当社は、「われわれは、社業の正しい営みを通し、国内産業ならびに国際貿易の発展に寄

与し、併せて人類社会の平和と幸福に貢献せんとするものである。」という経営理念（社

是）のもと、最先端の技術による電子・電気機器、電子部品を取扱うエレクトロニクス技術

商社として、また環境に配慮した工業薬品を製造するケミカルメーカーとして、時代のニー

ズに対応する商品やサービスの安定提供に努め、適正な利潤を創出し、堅実かつ長期安定的

な経営の実現を果たしてまいりました。

　当社の特徴は、独立系商社として特定のメーカーの系列に属することなく、経営の独立性

を確保していることにあります。このことにより、仕入面に関しては、特定メーカーの商品

に限定されることなく、国内外の幅広い商材の取扱いが可能となり、顧客の多様化するニー

ズに即した供給体制を実現するとともに、顧客のニーズを専門メーカー等と共同して商品開

発につなげることも可能としています。メーカーである仕入先と顧客をつなぐ商社として、

人と人のつながりを大切にする当社の社風は、創業から今日に至るまで仕入先、顧客との間

で親密なネットワークを形成し、相互の発展と良好な関係の構築に結実しております。

　また、技術商社及びケミカルメーカーとして、付加価値の付与、顧客満足度の向上、市場

競争力のある製品開発には、電子・電気、化学分野の専門知識を有する人材が不可欠であ

り、必然的に従業員が当社の経営資源の核となることから、当社はこれまでも優秀な人材の

確保や継続的な育成に時間と資金を惜しまない経営方針を貫いてまいりました。

　企業としての社会貢献という高い志に基づく経営理念、仕入先との販売代理店契約による

商権、技術・ノウハウ、そして企業文化を共有し業務に精通した人材という有形・無形の財

産が、当社の企業価値を高め、財務の健全性をもたらし、長期安定的な配当と業績に応じた

増配・自己株式取得など積極的な利益還元を可能にしてまいりました。

　当社のこれまでの企業経営の在り方や一般的に社会的評価の高い会社の企業行動から判断

して、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社を支える様々

なステークホルダーとの信頼関係を十分に理解した上で維持し、当社の企業価値向上及び株

主共同の利益を中長期的に確保し、最大化させる者でなければならないと考えております。

したがって、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の不適切

な大量買付行為又はこれに類する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者として適当ではないと考えます。

② 基本方針の実現に資する取組み

イ. 企業価値向上及び株主共同の利益の最大化に向けた取組み

　当社は、エレクトロニクス分野とケミカル分野のコラボレーションを強化し、相乗効

果を高めるとともに、それぞれの主要事業のバランスを重視し、安定した経営基盤を確

立することを目指しております。

　さらに一層の企業価値の向上を目指すため、各分野においては以下の戦略を着実に実

行してまいります。

■エレクトロニクス分野

　ユーザーオリエンテッド（顧客視点）に立った営業を徹底し、コーディネーション

機能を強化することにより、付加価値の創造と、その極大化を図ります。そして各商

材のターゲット市場において重点顧客を完全攻略することにより、結果的に各商権で
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の代理店ナンバーワンの地位を堅持してまいります。

■ケミカル分野

　環境対策への関心の高まりを背景に、新たな需要を掘り起こし、社会のニーズにあ

った新製品を提供してまいります。さらに、エレクトロニクス事業との相乗効果が期

待できる新たな市場・顧客の開拓を進めます。

ロ. コーポレート・ガバナンスの強化

　当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と位置付け、内部統制シ

ステムの適正な構築に努めるとともに、国際貢献を図る企業として、株主をはじめとす

るすべてのステークホルダーの期待に応える企業経営を実現させるため、経営の適正

性、遵法性、透明性を確保し、さらなる企業価値の向上を図ることを基本方針としてお

ります。

　また、当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を実現させるために、2020年

６月25日開催の第68期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたし

ました。これに伴い、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員

とすることにより、取締役会の監査・監督機能を更に強化しております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み

　当社は2020年６月に、当社の事業特性を十分に理解していないのではないかと思われる者

から資本政策に関する提案を受けるなどしたことや、新型コロナウイルス流行の影響を受け

た社会・経済情勢等や当社株式を取り巻く市場の取引状況等を踏まえ、当社の企業価値ない

し株主共同の利益に資するものと判断し「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策

（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を導入しましたが、2023年6月までに

当社の企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の最大化の観点から、その在り方について

検討した結果、第71期定時株主総会の終結の時をもって、本プランを廃止いたしました。

　しかしながら、当社は、本プランの廃止後も、特定の者又はグループが当社の発行済株式

総数の20％以上に相当する株式を取得すること等により（当該特定の者又はグループを以下

「買収者等」といいます。）、当社の企業価値の源泉が中長期的に見て毀損されるおそれが

存する場合など、当社の企業価値向上又は株主共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存

する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものとして不

適切であるものとして、当社取締役会は、善管注意義務を負う受託者の当然の責務として、

法令及び当社の定款によって許容される限度において場合により、当社の企業価値向上及び

株主共同の利益の最大化のために相当の措置（いわゆる有事導入型の対応方針の導入を含み

ます。）を講じます。
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（2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 8,100 5,863 50,059 △8,872 55,150

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △5,079 △5,079

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

5,131 5,131

自 己 株 式 の 処 分 23 35 58

自 己 株 式 の 消 却 △4,091 4,091 －

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

その他資本剰余金の負の
残高の振替

736 △736 －

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額）

当連結会計年度変動額合計 － △3,330 △684 4,126 110

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 8,100 2,532 49,375 △4,746 55,261

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 4,865 175 5,725 17 10,783 65,933

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △5,079

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

5,131

自 己 株 式 の 処 分 58

自 己 株 式 の 消 却 －

自 己 株 式 の 取 得 △0

その他資本剰余金の負の
残 高 の 振 替

－

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

△295 △188 △168 154 △498 △498

当連結会計年度変動額合計 △295 △188 △168 154 △498 △387

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 4,569 △13 5,557 171 10,285 65,546

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結注記表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項)

１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数　12社

連結子会社の名称

伯東A&L株式会社､Hakuto Enterprises Ltd.、Hakuto Singapore Pte. Ltd.、

Hakuto Taiwan Ltd. 、 Hakuto (Thailand) Ltd. 、 Hakuto Engineering 

(Thailand)Ltd. 、 Hakuto Enterprises (Shanghai) Ltd. 、 Hakuto Trading 

(Shenzhen) Ltd.、Hakuto America,Inc.、Hakuto Czech s.r.o.、モルデック株式会

社及び株式会社クリアライズであります。

なお、株式会社クリアライズは2024年９月に全株式を取得したことにより、連結の

範囲に含めております。

また、伯東A&L株式会社は、2025年４月１日付で、伯東ロジスティクス株式会社に

社名変更しています。

(2) 非連結子会社の名称等

Microtek Hongkong Ltd.、Microtek Shanghai Ltd.、Hakuto Malaysia Sdn.Bhd.は

総資産、売上高、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり重要性がな

いため、連結の範囲から除外しております。

２. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称

持分法を適用した関連会社の数　１社

持分法適用関連会社の名称

サンエー技研株式会社であります。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

非連結子会社の名称

Microtek Hongkong Ltd.、Microtek Shanghai Ltd.、Hakuto Malaysia Sdn.Bhd.

は、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項

   　Hakuto Enterprises (Shanghai) Ltd.、及びHakuto Trading (Shenzhen) Ltd.の決

算日は12月末日であります。連結計算書類の作成に当たっては、連結決算日現在で仮

決算を行った計算書類を基礎としております。

　なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。
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４. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの：決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用して

おります。

市場価格のない株式等：移動平均法による原価法を採用しております。

② デリバティブ取引

時価法を採用しております。

③ 棚卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛品は主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、貯蔵品は主として先入

先出法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用してお

ります。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。また、在外連結子会社については、個別見積により耐用年数

を決定し、主として建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法

を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

(ｲ) 自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(ﾛ) その他の無形固定資産

定額法を採用しております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

③ リース資産

(ｲ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

(ﾛ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 顧客関連資産

顧客関連資産については、効果の発現する期間（10年）にわたり定額法により償

却を行っております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づ

き、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

② 賞与引当金

当社及び一部の連結子会社の従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準によ

り計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上

しております。
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④ 製品保証引当金

販売済商品及び製品に係る一定期間内の無償修理等の費用の発生に備えるため、実

績率を基にした会社所定の基準により計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

当社及び連結子会社の一部の役員の退職慰労金の支払に備えるため、主として役員

の退職慰労金に関する内規に基づく期末要支払額をもって設定しております。なお、

当社は2004年６月に役員報酬制度を改定しており、2004年７月以降対応分について

は、引当計上を行っておりません。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しており

ます。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、ヘッジ会計の金利スワップの特例処理の

要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ｲ) ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

(ﾛ) ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…銀行借入（変動金利のもの）

③ ヘッジ方針

為替予約取引等につきましては、為替相場の変動リスクを回避することを目的とし

て、当社の「市場リスク管理規程」及び「外国為替予約締結マニュアル」に従い、実

施しております。金利スワップは金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目

的で行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引等につきましては、ヘッジ手段とヘッジ対象の外貨建予定取引に関す

る重要な条件が同一であると認められ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動

を完全に相殺するものと想定することができることから、有効性の判定は省略してお

ります。

また、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについて特例処理を行っている

ため、有効性の判定を省略しております。

（6）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、効果の発現する期間（10年）にわたり定額法により償却

を行っております。
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（7）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、電子部品事業、電子・電気機器事業、工業薬品事業を主な事業と

しており、それぞれの事業において商製品の販売、サービスの提供及びその他の販売

を行っております。

商製品の販売については、契約書に従い、商製品に対する支配が顧客に移転した時

点で履行義務を充足し収益を認識しておりますが、国内取引においては収益認識に関

する会計基準の適用指針第98項を適用し、出荷時から商製品の支配が顧客に移転され

るまでの期間が通常の期間である場合には出荷時に、輸出取引においてはインコター

ムズで定められた危険負担移転時に収益を認識しております。電子・電気機器事業の

商製品で据付義務を負うものは顧客の検収により履行義務を充足することから、検収

時に収益を認識しております。商品の販売において当社グループの役割が代理人に該

当する取引については、顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した

純額により収益を算定しております。

関連するサービスの提供等については、サービスの提供期間がごく短期間であるこ

とから、サービスの完了時点で収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務の充足時点から概ね６か月以内に受領しており、重要

な金融要素は含んでおりません。

(8) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

（会計方針の変更に関する注記）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年

10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適

用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、

2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下

「2022年改正適用指針」という。）第65－２項（２）ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあ

りません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り

延べる場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022

年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更

は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結計算書類となってお

ります。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響は

ありません。
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当連結会計年度

見積りの対象となった棚卸資産金額 6,224

帳簿価額切下げ額 917

当連結会計年度

のれん 3,028百万円

顧客関連資産（無形固定資産） 726百万円

(会計上の見積りに関する注記)

滞留在庫の評価

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、顧客企業の生産計画を基に、仕入先企業の生産のリードタイムとの

平衡を図りながら商品、原材料の発注量を調整することにより余剰在庫が生じないよう

に努めておりますが、顧客企業製品の市場での販売動向によっては、当社グループの商

品、製品の払い出しが計画通りに進捗しないことがあり、商品、製品、原材料が滞留す

るリスクがあります。

一定の在庫期間を経過し、かつ、受注のない滞留在庫については、収益性がないもの

として帳簿価額を切り下げ、上記以外の商品、製品、原材料については、個別に販売可

能性を見積り、回収可能見込み額まで帳簿価額を切り下げております。

販売可能性については、市場動向、顧客企業への直近の販売実績や受注動向、今後の

生産計画や受注見込みを勘案し、見積っております。

販売可能性の見積りには不確実性が伴うため、予測不能な経済並びに市場環境の変化

により、さらに回収可能見込み額が減少する場合、翌連結会計年度の連結計算書類で追

加の帳簿価額の切下げが発生する可能性があります。

企業結合により計上されたのれん及び顧客関連資産（無形固定資産）

　(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当連結会計年度において株式会社クリアライズの株式の100%を取得し、連結子会社と

しております。

企業結合により識別した無形固定資産の時価については、外部の専門家を利用し、企

業価値評価で用いられた事業計画を基礎に、無形固定資産から生み出すことが期待され

る将来キャッシュ・フローを割り引くインカム・アプローチ（超過収益法）により算出

しております。また、のれんについては、取得原価と無形固定資産等を含む企業結合日

における識別可能な資産及び負債に対して配分した額との差額となります。

主要な仮定は、株式会社クリアライズの将来の事業計画、当該事業計画に基づく将来

キャッシュ・フローの見積りにおける割引率及び顧客関連資産の測定時に使用した顧客

減少率であります。

のれん及び顧客関連資産は、価値算定の対象となった事業計画の達成状況及び経営環

境の変化をモニタリングすることによって、減損の兆候の有無の判定を行っておりま

す。当連結会計年度においては減損の兆候はありませんが、上記仮定は将来の不確実な

経済条件の影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には、翌連結

会計年度の連結計算書類において、のれん及び顧客関連資産の金額に重要な影響を与え

る可能性があります。
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（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を

交付する取引を行っておりましたが、2024年６月３日をもって当該信託は終了しておりま

す。

(1）取引の概要

本取引は、当社が「伯東従業員持株会」（以下「当社持株会」という。）に加入する

従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、本信託は2022年２

月から約３年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取

得いたします。その後、本信託は、当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたしま

す。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠

出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る

債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括

して弁済するため、当社に費用負担が生じます。

(2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ

り純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度の当該自己株式の帳

簿価額及び株式数はありません。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 13,854百万円

建物

機械及び装置

その他

3百万円

84百万円

2百万円

当連結会計年度期首
株 式 数 （ 株 ）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株 式 数 （ 株 ）

発行済株式

普通株式 23,137,213 ― 2,000,000 21,137,213

合　計 23,137,213 ― 2,000,000 21,137,213

自己株式

普通株式 4,335,504 814 2,015,800 2,320,518

合　計 4,335,504 814 2,015,800 2,320,518

(連結貸借対照表に関する注記）

２. 有形固定資産の取得価額から直接控除している国庫補助金等の圧縮記帳額

(連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．自己株式の株式数には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが所有する当社株式（当

連結会計年度期首7,900株）が含まれておりました。

２．自己株式の増加は、単元未満株式買取44株、及び従業員持株会向け譲渡制限付株

式インセンティブからの取得770株であります。

３．自己株式の減少は、執行役員向け2024年６月14日付譲渡制限付き株式報酬として

の処分1,600株、取締役向け2024年７月24日付譲渡制限付き株式報酬としての処

分6,300株、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰから従業員持株会への売却7,900株

及び2025年２月27日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却2,000,000株で

あります。
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決　議 株式の種類
配 当 金 の
総額(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基　準　日 効力発生日

2024年４月30日
取 締 役 会

普通株式 2,633 140.00 2 0 2 4年３月31日 2 0 2 4年６月４日

2024年10月31日
取 締 役 会

普通株式 2,446 130.00 2 0 2 4年９月30日 20 2 4年1 2月６日

決議予定 株式の種類
配 当 金 の
総額(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基　準　日 効力発生日

2025年４月30日
取 締 役 会

普通株式 2,446 利益剰余金 130.00 2025年３月31日 2025年６月４日

２. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注）2024年４月30日取締役会の決議による配当金の総額には、従業員持株会支援信託ＥＳ

ＯＰが所有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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(金融商品に関する注記）

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に電子部品・電子機器の販売及び工業薬品事業製品の製造販売

事業を行うための運転資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は

安全性の高い預金、又はグループ企業に対する貸付金として運用しております。デリ

バティブは借入金の金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するために利用してお

り、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され

ております。当該リスクは当社与信管理規程、売掛債権管理規程等に従って与信管理

部署の業務部で管理されております。

投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては

財経部で定期的に時価が把握され、常務会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、その殆どが１年以内の支払

期日です。

借入金の一部は金利変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引をヘッジ

手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップ

の特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略してお

ります。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘ

ッジを目的とした先物為替予約等取引です。なお、当社グループのデリバティブ取引

の契約先はいずれも信用度の高い銀行であるため、相手先の契約不履行による信用リ

スクは、ほとんどないと判断しております。

為替予約取引等のリスク管理体制につきましては、当社の「市場リスク管理規程」

及び「外国為替予約締結マニュアル」に従い、財経部によって管理され、為替予約取

引の残高は、月ごとの定例取締役会で月次決算報告として報告しております。なお、

ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方

法等については、「４．会計方針に関する事項」「(5) 重要なヘッジ会計の方法」に

記載のとおりであります。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り

込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること

もあります。

(4) 信用リスクの集中

当連結会計年度末における特段の信用リスクの集中はありません。
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連結貸借対照表計上額（百万円） 時　価（百万円） 差　額（百万円）

投資有価証券 7,292 7,292 －

資　産　計 7,292 7,292 －

長期借入金（※１） 21,917 21,697 △219

負　債　計 21,917 21,697 △219

デリバティブ取引（※２） 407 407 －

区 分 連結貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式及び関連会社株式 947

非上場株式 92

２. 金融商品の時価等に関する事項

（※１）１年以内に期限到来予定の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。

（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正

味の債務となる項目については（）で示しております。

（※３）「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」

「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注１）市場価格のない株式等は投資有価証券には含めておりません。
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１年以内（百万円） １年超５年以内（百万円） ５年超10年以内（百万円） 10年超（百万円）

現金及び預金 14,929 － － －

受取手形及び売掛金 39,696 － － －

電子記録債権 6,098 － － －

合　計 60,724 － － －

１ 年 以 内
（百万円）

１年超２年
以 内
（百万円）

２年超３年
以 内
（百万円）

３年超４年
以 内
（百万円）

４年超５年
以 内
（百万円）

５ 年 超
（百万円）

長期借入金 6,698 6,183 4,420 3,615 1,000 －

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 7,292 － － 7,292

資産計 7,292 － － 7,292

デリバティブ取引

　通貨関連（※） － 407 － 407

負債計 － 407 － 407

（注２）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（注３）長期借入金の連結決算日後の返済予定額

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2025年３月31日）

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については（）で示しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 21,697 － 21,697

負債計 － 21,697 － 21,697

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2025年３月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１に分類しております。

デリバティブ取引

　デリバティブ取引については取引金融機関より提示された時価によっており、金利、外国為

替相場等のインプットを用いた将来キャッシュ・フローの割引現在価値法により算定されてお

り、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金の時価は元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率

を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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セグメント 電子部品
電子・電気

機器
工業薬品 その他 合計

主たる地域市場

　日本

　中国

　その他アジア

　その他

82,796

28,331

26,333

5,499

16,925

5,001

4,886

426

10,002

42

548

196

2,140

－

－

－

111,865

33,376

31,769

6,121

 顧客との契約から生じる収益 142,961 27,241 10,789 2,140 183,133

主要な財又はサービスのライン

　半導体デバイス

　一般電子部品

　光部品

　プリント基板製造関連装置

　真空・理化学機器

　その他機器

　工業薬品

　化粧品関連製品

　業務受託・保険サービス

　太陽光発電

　受託分析

112,005

25,642

5,313

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

7,411

11,255

8,573

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

9,909

880

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

30

429

1,681

112,005

25,642

5,313

7,411

11,255

8,573

9,909

880

30

429

1,681

 顧客との契約から生じる収益 142,961 27,241 10,789 2,140 183,133

外部顧客への売上高 142,961 27,241 10,789 2,140 183,133

(収益認識関係)

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）
（単位：百万円）

（注）１．主たる地域市場は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

　２．各区分に属する地域の内訳は次の通りであります。

(1) その他アジア…台湾、シンガポール、タイ等

(2) その他…アメリカ、ヨーロッパ等

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　「４．会計方針に関する事項」「(7) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであ

ります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

受取手形、売掛金及び契約資産の期首残高及び期末残高はすべて顧客との契約から生じた

債権であり、契約資産の期首残高及び期末残高はありません。

契約負債の残高等

契約負債は主に、電子電気機器事業における顧客からの前受金であります。

契約負債期首残高　　　　　　　　　　　 3,325百万円

契約負債期末残高　　　　　　　　　　　 3,248百万円

なお、当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は1,344

百万円であります。

残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末において未充足の履行義務は67,337百万円であり、翌連結会計年度に約

93%、翌々連結会計年度に約５%、それ以降に残りの約２%が収益として認識されると見込んで

おります。
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１株当たり純資産額 3,483円44銭

１株当たり当期純利益 272円76銭

(１株当たり情報に関する注記）

（注）従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが所有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（当連結会計年度 －

株）。また「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除す

る自己株式に含めております（当連結会計年度 477株）。

（企業結合等）

（取得による企業結合）

当社は、2024年８月26日開催の取締役会において、株式会社クリアライズの全株式を取

得することを決議し、2024年8月30日付でエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任

組合と株式譲渡契約を締結しました。2024年９月６日に全株式を取得し、当社の完全子会

社といたしました。

１．企業結合の概要

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称：株式会社クリアライズ

事業の内容：受託分析サービス事業、水処理事業

（2）企業結合を行った主な理由

当社グループは、エレクトロニクス専門商社及びケミカルメーカーの複合企業として事

業をおこなっており、中期経営計画「Change & Co-Create 2024」において「事業構造の

変革」をより推進していくにあたり、新たな価値創造として、現４事業（機器、デバイ

ス、コンポーネント、化学）に属さない「新規事業の創出」や「部門共同事業の収益化」

に加え、「外部資源の活用」といった当社の成長・拡大のためのノンオーガニック成長を

視野に入れております。

このような中、株式会社クリアライズがおこなっている受託分析事業は、市場規模が大

きく成長性も高い製造・エネルギー・ヘルスケア業界向けのサービスを展開しており、ま

た、当社においても取引先企業に対して受託分析事業のクロスセル提案をおこなうこと

で、より川上への事業参入が可能になるものと見込んでおります。また、当社海外ネット

ワークを活用することで株式会社クリアライズの海外での営業強化にも寄与し、水処理装

置 Eleca の販売機会を拡張できるものと考えております。

（3）企業結合日

　　2024年９月６日（みなし取得日：2024年９月30日）

（4）企業結合の法的形式

　　現金を対価とする株式取得

（5）結合後企業の名称

　　変更はありません。

（6）取得した議決権比率

　　　100%

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠

　　当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

２．連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　　2024年10月１日から2025年３月31日

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　現金及び預金　4,000百万円

取得原価　　　　　　　　　4,000百万円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

－ 23 －



2025/05/20 22:32:23 / 24180439_伯東株式会社_招集通知

連結注記表

アドバイザリーに対する報酬・手数料等　156百万円

５．発生したのれんの金額、発生要因、償却方法及び償却期間

（1）発生したのれんの金額

　3,187百万円

（2）発生要因

主として今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。

（3）償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　流動資産　　　　　  639百万円

　固定資産　　　　　1,675百万円

　資産合計　　　　　2,314百万円

　流動負債　　　　　　561百万円

　固定負債　　　　　　941百万円

　負債合計　　　　　1,502百万円

７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損

益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

　当該影響の概算額の重要性が乏しいため記載を省略しております。

(その他の注記）

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に記載の金

額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

圧縮記帳
積 立 金

別　　途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 8,100 2,532 3,330 5,863 0 16,000 23,204 39,204 △8,872 44,295

当 期 変 動 額

圧 縮 記 帳
積立金の取崩

△0 0 － －

剰余金の配当 △5,079 △5,079 △5,079

当期純利益 4,414 4,414 4,414

自己株式の処分 23 23 35 58

自己株式の消却 △4,091 △4,091 4,091 －

自己株式の取得 △0 △0

その他資本剰余金の
負 の 残 高 の 振 替

736 736 △736 △736 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － △3,330 △3,330 △0 － △1,401 △1,401 4,126 △606

当 期 末 残 高 8,100 2,532 － 2,532 0 16,000 21,802 37,802 △4,746 43,689

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 4,864 175 5,039 49,335

当 期 変 動 額

圧 縮 記 帳
積立金の取崩

－

剰余金の配当 △5,079

当期純利益 4,414

自己株式の処分 58

自己株式の消却 －

自己株式の取得 △0

その他資本剰余金の
負 の 残 高 の 振 替

－

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△296 △188 △484 △484

当期変動額合計 △296 △188 △484 △1,091

当 期 末 残 高 4,568 △13 4,554 48,244

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

１. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金

移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの：決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用

しております。

市場価格のない株式等：移動平均法による原価法を採用しております。

(2) デリバティブ等

デリバティブ取引

時価法を採用しております。

(3) 棚卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛品は移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、貯蔵品は先入先出法に基づく原

価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

２. 固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用しております。なお、耐用年数及

び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

① 自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

② のれん

のれんの償却については、効果の発現する期間（10年）にわたり定額法により償

却を行っております。

③ その他の無形固定資産

定額法を採用しております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づ

き、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上して

おります。
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(4) 製品保証引当金

販売済商品及び製品に係る一定期間内の無償修理等の費用の発生に備えるため、実

績率を基にした会社所定の基準により計上しております。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付

見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ

っております。

また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理する方法によることとしております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員の退職慰労金に関する内規に基づく期

末要支払額をもって設定しております。なお、2004年６月に役員報酬制度を改定して

おり、2004年７月以降対応分については、引当計上を行っておりません。

４. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、ヘッジ会計の金利スワップの特例処理の

要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

① ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

② ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…銀行借入（変動金利のもの）

(3) ヘッジ方針

為替予約取引等につきましては、為替相場の変動リスクを回避することを目的とし

て、当社の「市場リスク管理規程」及び「外国為替予約締結マニュアル」に従い、実

施しております。金利スワップは金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目

的で行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引等につきましては、ヘッジ手段とヘッジ対象の外貨建取引に関する重

要な条件が同一であると認められ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完

全に相殺するものと想定することができることから、有効性の判定は省略しておりま

す。

また、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについて特例処理を行っている

ため、有効性の判定を省略しております。

５．重要な収益及び費用の計上基準

当社は、電子部品事業、電子・電気機器事業、工業薬品事業を主な事業としてお

り、それぞれの事業において商製品の販売、サービスの提供及びその他の販売を行っ

ております。

①　商製品の販売に係る収益

商製品の販売については、契約書に従い、商製品に対する支配が顧客に移転した時

点で履行義務を充足し収益を認識しておりますが、国内取引においては収益認識に関

する会計基準の適用指針第98項を適用し、出荷時から商製品の支配が顧客に移転され

るまでの期間が通常の期間である場合には出荷時に、輸出取引においてはインコター

ムズで定められた危険負担移転時に収益を認識しております。電子・電気機器事業の

商製品で据付義務を負うものは顧客の検収により履行義務を充足することから、検収

時に収益を認識しております。商品の販売において当社の役割が代理人に該当する取

引については、顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額によ
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り収益を算定しております。

②　サービスの提供及びその他の販売に係る収益

電子・電気機器事業における修理業務については、修理が完了することにより履行

義務を充足することから、当該時点で収益を認識しております。工業薬品事業におけ

る洗浄工事については、工事期間にわたり履行義務を充足しますが、工事期間がごく

短期間であることから工事完了時点で収益を認識しております。

６. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

７. その他計算書類作成のための基本となる事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書

類における会計処理の方法と異なっております。

（会計方針の変更に関する注記）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月

28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しており

ます。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、

2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下

「2022年改正適用指針」という。）第65－２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありませ

ん。
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当事業年度

見積りの対象となった棚卸資産金額 4,410

帳簿価額切下げ額 358

当事業年度

関係会社株式 8,500

(会計上の見積りに関する注記)

滞留在庫の評価

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）滞留在庫の評価」に記載し

た内容と同一であります。

子会社株式の評価

(1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

市場価格のない子会社株式の実質価額が著しく低下した場合の減損処理の要否について

は、将来の事業計画に基づく回復可能性により判定しております。

回復可能性は、翌期以降の事業計画をもとに、市場動向等の外部環境の予測及び将来の

販売計画等を主要な仮定として、判定しております。

また超過収益力を反映させて関係会社株式を取得した場合には、買収時に見込んだ各社

の事業計画を検討し、当該超過収益力が見込めなくなった場合に、実質価額が著しく低下

したとして減損の認識が必要になります。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があ

り、見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、認識する金額に重要な影響

を与える可能性があります。

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引の会計処理について、連結

注記表「（追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しており

ます。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 10,041百万円

建物 3百万円

短期金銭債権 7,567百万円

短期金銭債務 1,104百万円

売上高 37,002百万円

仕入高 2,157百万円

その他の営業取引高 617百万円

営業取引以外の取引高 629百万円

普通株式 2,320,518株

(貸借対照表に関する注記）

２. 有形固定資産の取得価額から直接控除している国庫補助金等の圧縮記帳額

３. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(損益計算書に関する注記）

　　関係会社との取引高

(株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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賞与引当金 652百万円

貸倒引当金 9百万円

棚卸資産評価損 516百万円

関係会社株式等評価損 208百万円

投資有価証券評価損 182百万円

減価償却超過額 23百万円

減損損失 381百万円

その他 243百万円

繰延税金資産小計 2,217百万円

評価性引当額 △712百万円

繰延税金資産合計 1,505百万円

その他有価証券評価差額金 △2,098百万円

前払年金費用 △66百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △2,164百万円

繰延税金負債の純額 △659百万円

(税効果会計に関する注記）

１. 繰延税金資産の発生の主なもの

２. 繰延税金負債の発生の主なもの
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種 類 名 称 住 所
資本金又
は出資金

事業の内容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

子会社

Hakuto
Enterprises
(Shanghai)
Ltd.

中国
上海市

千RMB
108,914

電子部品、
機器の販売

（所有）
直接
100％

電 子 部
品 ・ 機
器、工業
薬品の当
社からの
仕入及び
当社への
販売

役員の兼
任

電子部品・
機器及び工
業薬品の販
売
（注）

6,406 売掛金 893

子会社
Hakuto
(Thailand)
Ltd.

タイ
バンコク

千Bht
115,204

電子部品、
機器の販売

(所有)
直接
100％

電 子 部
品・機器
の当社か
らの仕入
及び当社
への販売

役員の兼
任

電子部品・
機器の販売
（注）

7,560 売掛金 982

子会社
Hakuto
Enterprises
Ltd.

香港
九龍

千HK$
22,025

電子部品、
機器の販売

（所有）
直接
100％

電 子 部
品・機器
の当社か
らの仕入
及び当社
への販売

役員の兼
任

電子部品・
機器の販売
（注）

7,690 売掛金 540

子会社
Hakuto
Singapore
Pte.Ltd．

シンガ
ポール

千SIN$
5,000

電子部品、
機器の販売

（所有）
直接
100％

電 子 部
品・機器
の当社か
らの仕入
及び当社
への販売

役員の兼
任

電子部品・
機器の販売
（注）

9,291 売掛金 3,441

子会社
Hakuto
America,
Inc.

アメリ
カ
デトロ
イト

千US$
3,730

電子部品の
販売

（所有）
直接
100％

電子部品
の当社か
らの仕入
役員の兼
任

電子部品の
販売
（注）

4,897 売掛金 1,445

(関連当事者との取引に関する注記）

子会社及び関連会社等

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注）商製品の販売については、一般取引条件及び市場価格を参考にして決定しております。

(収益認識関係)

収益を理解するための基礎となる情報

　連結注記表に注記すべき事項と同一であるため、省略しております。
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１株当たり純資産額 2,563円90銭

１株当たり当期純利益 234円65銭

(１株当たり情報に関する注記）

（注）従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが所有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定

上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めております。（当事業年度　-株）

また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式

に含めております。（当事業年度 477株）

(その他の注記）

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載の金額は、百万円

未満の端数を切り捨てて表示しております。
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